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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人

弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 51表 

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  2 479   37   305   708   875   417   74   63 

5000 万 円 以 下  3 470   24   233   821  1 251   820   196   125 

１ 億 円 以 下  1 065   6   47   147   335   342   109   79 

５ 億 円 以 下   590   4   14   51   150   198   77   96 

５ 億 円 を 超 え る   51 -   1   2   9   20   11   8 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 972   46   239   924  1 682  1 400   369   312 

1000 万 円 以 下  1 306   19   113   322   464   280   58   50 

5000 万 円 以 下  2 195   16   84   442   791   613   146   103 

１ 億 円 以 下   749   4   24   86   230   264   81   60 

５ 億 円 以 下   451   4   6   32   110   157   61   81 

５ 億 円 を 超 え る   43 -   1   2   8   17   7   8 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  3 043   30   384   901  1 059   481   115   73 

1000 万 円 以 下  1 173   18   192   386   411   137   16   13 

5000 万 円 以 下  1 275   8   149   379   460   207   50   22 

１ 億 円 以 下   316   2   23   61   105   78   28   19 

５ 億 円 以 下   139 -   8   19   40   41   16   15 

５ 億 円 を 超 え る   8 - - -   1   3   4 - 

算 定 不 能 ・ 不 詳   132   2   12   56   42   15   1   4 

代 理 人 弁 護 士 の
関 与

総

数

３

年

を

超

え

る

月

以

内

月

以

内

月

以

内

年

以

内

年

以

内

年

以

内

遺 産 の 価 額

総 数  8 015   76   623   385  1 825  2 741  1 881   484 

  360   5   23   96   121   84   17   14 

  10   228   3   11   40   79   69   16 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣

を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 52 表 

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   392   126   397   65 

建 物   67   30   54   19 

現 金 等   428   264   393   118 

動 産 そ の 他   30   31   31   3 

代 償 金 取 得   18   106   372   241 

土 地 ・ 建 物   648   370   631   91 

土 地 ・ 現 金 等   200   59   187   26 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   15   11   15   1 

建 物 ・ 現 金 等   51   31   39   11 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   15   7   13   3 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   57   53   60   8 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   842   369   634   98 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   75   66   60   11 

土地・現金等・動産その他   25   14   21   5 

建物・現金等・動産その他   19   18   9   1 

土地・建物・現金等・動産その他   238   150   183   26 

そ の 他 1）  4 885   123  3 616   616 

 6 715  1 343 

分 割 の 方 法

総 数  8 005  1 828 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


